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１ ．はじめに
約 １ 年前に教育委員会制度が新しくなったこ

とは皆さんご存じのことと思います。
平成27年 4 月 １ 日に「地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部を改正する法律（平
成26年法律第76号）」が施行され、新しい教育委
員会制度（以下「新制度」という。）がスタートし
ました。職員の中には、「どこが変わったの？」、

「変わってどうなるの？」と考えている方も多い
のではないかと思います。

今回は、これらの疑問を解消すべく、教育委員
会制度を概観しつつ、新制度の概要や新制度の
効果及び留意すべき点について、簡潔に説明し
ていきたいと思います。

２ ．教育委員会制度とは
教育委員会は、地方自治法第１８0条の 5 に基づ

き設置された、首長から独立した地位・権限を
有する行政委員会です。行政委員会には、他にも
選挙管理委員会や農業委員会等があります。

また、教育委員会制度の趣旨には、政治的中立
性や継続性・安定性を確保すること、地域住民
の意向を反映することが含まれています。

従来の教育委員会制度（以下「旧制度」とい
う。）は、教育委員長が教育委員会の代表で、教育
委員会から任命された教育長が具体的な事務執
行の責任者等になっています（次ページの図表
の旧制度）。

３ ．新制度の概要
旧制度には主に ３ 点の課題がありました。ま

ず、①教育委員長と教育長が併存しており、責任

者が分かりにくいこと、次に、②非常勤である教
育委員長が教育委員会の代表者で会議の主宰者
となっていたために、緊急時に必ずしも迅速に
対応できていないこと、そして、③選挙で選ばれ
た民意を代表する首長との連携が十分に取れな
いということです。

これらを解決するために法改正が行われまし
た。次の①～③は、旧制度の課題の①～③に対応
します。①新制度は、教育委員長と教育長を一本
化し、常勤の新教育長（任期 ３ 年）として教育委
員会を代表するとともに、具体的な事務執行の
責任者等になりました。②新教育長は、緊急時に
自らの判断で教育委員会の会議を招集する等と
いった柔軟な対応ができるようになりました。
③首長と教育委員会が教育行政について協議、
調整する場である「総合教育会議」が設置され、
首長が教育の目標や施策の根本的な方針となる

「大綱」を策定することになりました。また、首長
は、新教育長を直接任命します（新制度の概要
は、次ページの図表の新制度）。

　ちょっとブレイク　

【新制度は、今が過渡期？】
法改正における経過措置として、旧制度で任命され
た教育長（任期 4 年）がその任期中に退任もしくは任
期を満了しない限りは、施行日以降も旧制度に基づく
教育長として在職することとされています。そのた
め、現在は、教育委員長と教育長が併存する旧制度
の自治体と、新教育長に一本化された新制度の自治
体が混在している状況です。

なお、今回の法改正では、教育委員会の位置付
けや政治的中立性の確保といった、制度の趣旨
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に係る変更はありません。また、所掌事務も学
校・社会教育に関すること等の権限を有する点
についても従来のとおりです。

一方、首長の教育行政に関しては、これまでの
予算策定・執行等の権限のほかに、今回新たに

「大綱」の策定が加わりました。
ただし、万が一「総合教育会議」の中で、教育委

員会の所掌事務について調整がつかなかった場
合や、さらに、その調整がつかなかった事項を首
長が「大綱」に記載した場合でも、最終的な執行
権限は教育委員会が持つことになります。

４ ．新制度の効果及び留意すべき点
新制度への移行に伴い、教育委員会は、代表者

である新教育長のもとで、臨機応変な対応が可
能になりました。

近年では、子どもの貧困問題のように教育分
野だけでなく福祉等の他分野とも関わりなが
ら、庁内横断的に取り組まなければならない課
題が数多くあります。新制度では、首長と教育委
員会が今まで以上に連携して効果的な施策を展
開していくことで、課題解決に向けて取り組み
やすくなったと考えられます。

また、教育委員会事務局の職員は、「総合教育
会議」等を通じて首長の教育行政に対する考え
方と向き合う機会が増えることから、円滑な課
題解決に向けて、相互理解と連携が必要になっ
てきます。従って、「総合教育会議」等で示される
首長の意向をどう施策に反映していくか検討す
る必要があります。首長部局の職員も同様に、

「総合教育会議」等を通じて教育委員会の考えを
理解することが必要になってきます。

５ ．おわりに
新制度では、教育委員会の責任体制が明確に

なり、迅速な対応が可能な危機管理体制が構築
され、首長と教育委員会との連携が強化されま
した。今後、教育委員会は、これまで以上に様々
な課題に対応していく可能性があり、首長と連
携する場面が多くなることが予想されます。

多様な課題に的確に対応し、教育行政の質を
高めていくためには、政治的中立性等を確保す
る制度の趣旨や、首長と教育委員会との連携強
化等を図った新制度の狙いを正しく理解し、事
務を進めていくことが自治体職員として必要と
なります。
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図表　旧制度・新制度のイメージ図


